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令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、市

内
に
住
所
が
あ
り
、次
に
該
当
す

る
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　　

令
和
２
年
中
に
所
得
が
あ
り
❶

勤
務
先
か
ら
源
泉
徴
収
票
を
交
付

さ
れ
て
い
な
い
❷
勤
務
先
で
給
与

の
年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
❸
給

与
所
得
の
ほ
か
に
、農
業
や
営
業

な
ど
の
各
種
事
業
所
得
、不
動
産

所
得
、配
当
所
得
、雑
所
得
な
ど
の

所
得
が
あ
っ
た

※
税
務
署（
青
色
申
告
者
、会
計
事

務
所
に
依
頼
す
る
人
を
含
む
）や

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
）で
申
告
す
る
場
合

は
、市
役
所
で
の
申
告
は
不
要
で

す
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、申
告
書
附
表
を
提
出
す
る

こ
と
で
申
告
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。❶
収
入
が
ま
っ
た
く
無
か
っ

た（
他
市
町
村
に
い
る
家
族
の
扶

養
に
入
っ
て
い
る
な
ど
）❷
収
入

が
障
害
者
年
金
、遺
族
年
金
、失
業

給
付
な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み

※
申
告
書
附
表
は
各
世
帯
に
配
布

し
て
い
る「
所
得
の
申
告
相
談
に

つ
い
て（
ご
案
内
）」に
添
付
し
て

い
ま
す
。必
要
な
項
目
を
記
入
し
、

３
月
15
日（
月
）ま
で
に
各
申
告
会

場
、ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
課

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、税
務
署
で
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。❶
青
色
申
告
を
す
る
❷

過
年
分（
令
和
元
年
分
以
前
）の
申

告
を
す
る
❸
収
用
以
外
で
土
地
、

建
物
な
ど
不
動
産
を
売
却
し
た
❹

株
式
や
先
物
取
引
所
得
が
あ
る
❺

繰
越
損
失
の
申
告
を
す
る
❻
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
を
受

け
る
❼
相
続
税
法
対
象
年
金
の
申

☎

２月７日（日）
登米市民病院 地域医療連携センター（多目的ホール）
小論文試験、人物（面接）試験、健康診査、資格調査
申込書は、医療局経営管理部経営管理課で配布します（午前８時30分～午後５時15分［平日］）。郵便で

　　　　　　　請求する場合は、封筒の表に「（職種名）採用試験申込書請求」と朱書きし、宛先を明記した 120 円切手
　　　　　　　が貼ってある返信用封筒（Ａ４版が入る大きさ）を必ず同封してください。
　　　　　　　※申込書は、医療局ホームページからダウンロードできます

１月19日（火）～29日（金）
　　　　　　　※郵送の場合は、受付期間中の消印のものに限ります

午前８時30分～午後５時15分（平日）
２月19日（金）に合格者の受験番号を市公式ホームページおよび登米市医療局ホームページに掲示し、

　　　　　　　受験者全員に結果を郵送で通知します
合格者は任用候補者名簿に登録し、登録者の中から採用者を決定します。合格者全員が採用されるとは

　　　　　　　限りませんのでご注意ください。採用は令和３年４月１日（免許取得見込者については５月１日）の予
　　　　　　　定です。ただし、免許を有している人については４月１日以前に採用する場合があります

 医療局経営管理部経営管理課（人事係）
 〒987－0511登米市迫町佐沼字下田中25番地（登米市民病院内）
 ☎0220（21）6888

　

冬
は
、家
庭
や
職
場
な
ど
で
油

類
を
取
り
扱
う
機
会
が
増
え
ま

す
。近
年
、ホ
ー
ム
タ
ン
ク
や
農
業

機
械
な
ど
か
ら
油
類
が
漏
れ
、河

川
に
流
れ
出
す
事
故
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

流
れ
出
た
油
類
は
、河
川
を
汚

染
す
る
ほ
か
、火
災
の
原
因
と
な

り
、生
命
や
財
産
が
失
わ
れ
る
危

険
性
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、油
類
の
回
収
や
処
理
費

用
は
、流
出
者
の
負
担
に
な
る
の

で
、油
類
の
取
り
扱
い
に
は
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、油
類
が
流
出
し
た
場
合

は
、速
や
か
に
市
役
所
ま
た
は
消

防
署
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
生
活
部
環
境

課（
生
活
環
境
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
３

　

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害

を
防
止
す
る
た
め
、防
護
柵
の
設

置
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す

■

市
内
に
住
所
が
あ
る
個

人
ま
た
は
法
人
で
、有
害
鳥
獣
に

よ
る
被
害
を
受
け
て
い
る
、ま
た

は
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
人
。防
護

柵
な
ど
を
設
置
す
る
農
地
が
市
内

に
あ
る
人

防
護
柵
な
ど
の
設
置

経
費（
消
費
税
は
除
く
）の
２
分
の

１
以
内
で
５
万
円
を
上
限
に
交
付

※
す
で
に
購
入
し
た
も
の
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん

産
業

経
済
部
農
林
振
興
課（
農
村
環
境

係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
９

告
を
す
る
❽
利
子
、上
場
株
の
申

告
を
す
る
❾
初
め
て
営
業
、不
動

産
の
申
告
を
す
る

　

ま
た
、死
亡
し
た
人
で
、準
確
定

申
告
が
必
要
な
場
合
は
、税
務
署

に
案
内
し
ま
す
。総

務
部
税
務
課

（
市
民
税
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
６
３

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
＝
国
か
ら
配
信
さ
れ
る

情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
）か
ら
送
ら

れ
て
く
る
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急

情
報
を
、防
災
行
政
無
線
な
ど
で

確
実
に
皆
さ
ん
に
伝
え
る
た
め
、

情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

２
月
17
日（
水
）午
前
11
時

ご
ろ

総
務
部
総
務
課（
防

災
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１


